
新規・拡充事業

①事 業 名 【２１ 「食育推進プランの充実」～学校・家庭・地域が連携した取組の推進～】

（食育基本法制定・栄養教諭制度創設に伴う食育の推進）

②主管課及び関 （主管課）学校健康教育課（課 長：山口 敏）

（ ）係課 課長名

③施策目標及び 施策目標２－５ 健やかな体の育成

達成目標 達成目標２－５－６ 児童生徒に食に対する正しい知識や望ましい食習慣を身に付け

させるため、小･中学校における食に関する指導の取組を推進する。

④事業の概要 本事業は、平成１７年に制定された食育基本法第９条により、国に食育に関する施策

を総合的かつ計画的に策定し、実施することが義務付けられていることから、平成１７

年度から実施されている栄養教諭制度に基づき、食育をより推進するものである。

具体的には、主に以下の２点を行う。

・栄養教諭等を中心として、学校から家庭に対する効果的な働きかけの方策等につい

て実践的な調査研究の実施、小・中学生の保護者向けの参考資料の作成・配布

（栄養教諭を中核とした学校・家庭・地域の連携による食育推進事業）

・学校と生産者が連携した、学校給食における地場産物の活用の促進や米飯給食の推

進のための方策等に関する調査研究の実施

（地域に根ざした学校給食推進事業）

⑤予算額及び 平成１８年度概算要求額：４３８百万円（平成１７年度予算額 － ）

事業開始年度 事 業 開 始 年 度：平成１８年度

⑥事業開始時に 〔拡充事業の場合のみ記入〕

おいて得よう

とした効果

⑦得られた効果 〔拡充事業の場合のみ記入〕

⑧得ようとする 【得ようとする効果】 ⑨達成年度

効果及び上位 家庭や生産者と連携することによって、学校における食育

目標との関係 をより効果的に推進する。 平成２１年度

【上位基本目標・達成目標との関係】

食育を推進することによって食に関する正しい知識と望ま

しい食習慣を身に付けさせることができるため、健やかな体

の育成という目標を達成できる。

⑩必要性 学校における食育は、給食等学校で実施されるものにとどまらず、家庭や地域に働き

かけることによって効果的に推進することが可能となることから 子どもが多くの時間、

を過ごす家庭や地域社会（生産者）と連携していくことが不可欠である。

しかしながら、家庭や生産者との連携については、地域差も大きいことから、その在

り方等について調査研究を行うこと等によって全国的に推進する必要がある。

⑪効率性 ○栄養教諭を中核とした学校・家庭・地域の連携による食育推進事業

全国４７地域で調査研究を実施し、それに基いて小学校１年生及び中学校１年生の保

護者に参考資料を配布

○地域に根ざした学校給食推進事業



全国９４地域で学校給食における地場産物の活用の促進や米飯給食の推進等について

実践的な調査研究を実施

⑫想定できる代 地域によって生産者の状況、食文化の在り方等が異なることなどから、食育を全国で

替手段との比 推進していくためには、調査研究の実施等による先進事例の収集分析、普及啓発等を行

較考量 っていくことが効果的である。

これは、各地方自治体を越えた取組が求められるため、国が実施し各地方自治体に対

して普及啓発等を行うものである。

⑬ 指標・参考指 調査研究の実施状況・参考資料の配布状況

有 標

効 効果の把握の 調査研究の実施状況を把握し、全国に情報提供することにより、全国の小中学校にお

仕方 ける食育の取組状況を改善できる。

性

得ようとする 本事業で実施した調査研究により、望ましい食習慣や食に関する正しい知識を身に付

効果の達成見 けさせるための効果的な推進方策について成果を得るとともに、参考資料の配布により

込み及びその 食育の重要性等に関する関係者への理解を図る。

判断根拠 従来、食育については、地域や学校ごとに取組が区々であったが、本事業の実施によ

って、食育に全国的に取り組む契機ができることとなる。

、 、⑭公平性、優先 食育基本法の制定に伴い 国は食育を総合的かつ計画的に推進する責務を負っており

性 本年度から創設された栄養教諭制度を中心とした食育の推進は、文部科学省の最重要課

題である。

⑮評価に用いた －

データ・情報

・外部評価等

⑯備 考



 

 

 

 

 

 

○食育基本法の制定 

・平成１７年６月「食育基本法」の可決・成立 

・平成１７年７月 法律等の施行 

・食育推進会議の開催、食育推進基本計画の策定 等 

 
 
○栄養教諭制度のスタート 

  ・平成１６年５月「学校教育法等の一部を改正する法律」の可決・成立 

・平成１７年４月 法律等の施行 

背      景

食育推進プランの充実 
～学校・家庭・地域が連携した取組の推進～ 

 

 

 

 

 

 

3. 学校給食を中心として、学校関係者と農林水産業の従事者（生産者）の連携や
学校での農林水産業における体験活動などの促進。 1. 教職員だけでなく、保護者や学校を取り巻く関係者の理解の促進や意識の高揚。 

2. 家庭との連携（食の問題の中心は家庭であり、学校給食だけで対応することは困難。）

今後の学校における食育推進のポイント 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食育推進プランにおける新たな取組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
各地域において栄養教諭を中核として、家庭や地域の団体（ＰＴＡ、生産者団体、栄

養士会等）と連携、協力し、食育推進のための事業を実施する。特に、学校と家庭・地

域が連携し、学校における食育を推進するため、家庭に対する効果的な働きかけの方策

等について実践的な調査研究を行う。また、関係省庁の協力も得て、保護者に対して、

食育の重要性や留意事項等について説明した参考資料を作成し、配布する。 

  
  
  
  
  
学校と生産者が連携し学校給食の充実を図るため、関係省庁や生産者と連携した学校

給食における地場産物の活用の促進や米飯給食の推進のための方策等についての検討を

進める。また、各地域においても栄養教諭等が中心となって、学校と生産者が連携した

学校給食における地場産物の活用の促進や米飯給食の推進の在り方、単独調理場方式に

よる教育的効果等について実践的な調査研究を実施する。 

栄養教諭を中核とした学校・家庭・地域の連携による食育推進事業 地域に根ざした学校給食推進事業 
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